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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　構造物、基礎及び杭地業からなる既設杭基礎構造物において、
　前記基礎の周囲を取り囲む、鋤取りにより掘削した地盤の表層部の土に固化材を添加混
合したものを埋め戻して敷き均し、締め固めてなる、地盤改良体を、基礎フーチングから
外方向に離間させて配設し、前記地盤改良体と前記基礎フーチングとを強固に連結する複
数の連結部材を、前記基礎の周方向に離間させて横設してなることを特徴とする既設杭基
礎構造物の耐震補強構造。
【請求項２】
　前記連結部材が鉄筋コンクリートであり、該鉄筋コンクリートの内側端を前記基礎フー
チングに固定するとともに、前記鉄筋コンクリートの外側部分を前記地盤改良体中に埋没
させてなることを特徴とする請求項１記載の既設杭基礎構造物の耐震補強構造。
【請求項３】
　前記連結部材が単又は複数の型鋼、鋼板若しくは鋼管からなる鋼材であり、該鋼材の内
側端を前記基礎フーチングに固定するとともに、前記鋼材の外側部分を前記地盤改良体中
に埋没させてなることを特徴とする請求項１記載の既設杭基礎構造物の耐震補強構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、構造物、基礎及び杭地業からなる既設杭基礎構造物の耐震補強構造に関する
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ものである。
【背景技術】
【０００２】
　昭和５６年（１９８１年）以前の、いわゆる旧耐震設計基準に基づく杭基礎構造物にお
いては、水平力が考慮されずに設計されたものが多く、大多数のものに対して耐震補強が
必要となっている。
【０００３】
　従来の既設杭基礎構造物の耐震補強構造として、既存建築物の周囲の地盤に地中連続壁
を配設し、前記既存建築物の基礎と前記地中連続壁との間の地盤に地盤改良を施し、前記
既存建築物及び地中連続壁と一体となった地盤改良部を形成してなるもの（特許文献１参
照）、既設杭基礎構造物の周囲の地盤を締切壁で包囲し、前記杭基礎構造物の基礎と前記
締切壁の上部間を固化材で閉鎖するもの（特許文献２参照）、既設杭基礎構造物の周囲に
連続地中壁を構築し、該地中壁と前記杭基礎構造物の基礎梁とをスラブ及び／又は繋ぎ梁
で連結するもの（特許文献３参照）等がある。
【０００４】
【特許文献１】特開平９－２２８３９０号公報（図１－２）
【特許文献２】特開平１０－１８３１０号公報（図１－３）
【特許文献３】特公平６－３０２９号公報（第１－２図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　以上のような従来の既設杭基礎構造物の耐震補強構造においては、既設杭基礎構造物の
周囲の地盤の比較的深い位置まで土留壁（地中連続壁、締切壁、連続地中壁）を設ける必
要があるとともに、該土留壁は鉄筋コンクリートで形成するのが一般的である。したがっ
て、土留壁の完成形状よりも大きなスペースを既設杭基礎構造物の周囲にわたって比較的
深い位置まで掘削する必要があり、排土量が多くなるため、該掘削に時間と費用がかかる
という問題点がある。また、既設杭基礎構造物の周囲にわたって型枠入れ、鉄筋組立、コ
ンクリート打設、型枠脱型及び埋め戻し等の施工をする必要があるため、該施工に時間と
費用がかかるという問題点がある。また、既設杭基礎構造物の周辺を深く掘削・埋め戻し
するので、周辺地盤を緩めることになるという問題点もある。
【０００６】
　さらに、特許文献１のように前記既存建築物の基礎と前記土留壁（地中連続壁）との間
の地盤全体を地盤改良して地盤改良部を設ける構成では、該地盤改良部の排土量が多くな
るため該地盤改良部の施工に時間と費用がかかること、並びに、前記基礎、土留壁及び地
盤改良部が一体化しにくいこと等の問題点もある。
【０００７】
　さらにまた、特許文献２のように前記杭基礎構造物の基礎と前記土留壁（締切壁）の上
部間を固化材で閉鎖する構成では、該固化材を充填するスペースの排土量が多くなるため
該固化材の施工に時間と費用がかかること等の問題点もある。
【０００８】
　また、特許文献３のように前記杭基礎構造物の基礎梁と前記土留壁（連続地中壁）とを
スラブ及び／又は繋ぎ梁で連結する構成では、該スラブ及び／又は繋ぎ梁の施工に時間と
費用がかかること等の問題点もある。
【０００９】
　本発明は、このような課題を解決するためになされたものであり、強固な耐震補強を可
能としながら施工の容易化及びコスト低減化を図ることができる既設杭基礎構造物の耐震
補強構造を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る既設杭基礎構造物の耐震補強構造は、前記課題解決のために、構造物、基
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礎及び杭地業からなる既設杭基礎構造物において、前記基礎の周囲を取り囲む、鋤取りに
より掘削した地盤の表層部の土に固化材を添加混合したものを埋め戻して敷き均し、締め
固めてなる、地盤改良体を、基礎フーチングから外方向に離間させて配設し、前記地盤改
良体と前記基礎フーチングとを強固に連結する複数の連結部材を、前記基礎の周方向に離
間させて横設してなるものである。

【００１１】
　ここで、前記連結部材が鉄筋コンクリートであり、該鉄筋コンクリートの内側端を前記
基礎フーチングに固定するとともに、前記鉄筋コンクリートの外側部分を前記地盤改良体
中に埋没させてなると好ましい。
【００１２】
　また、前記連結部材が単又は複数の型鋼、鋼板若しくは鋼管からなる鋼材であり、該鋼
材の内側端を前記基礎フーチングに固定するとともに、前記鋼材の外側部分を前記地盤改
良体中に埋没させてなると好ましい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る既設杭基礎構造物の耐震補強構造は、構造物、基礎及び杭地業からなる杭
基礎構造物において、前記基礎の周囲を取り囲む、鋤取りにより掘削した地盤の表層部の
土に固化材を添加混合したものを埋め戻して敷き均し、締め固めてなる、地盤改良体を、
基礎フーチングから外方向に離間させて配設し、前記地盤改良体と前記基礎フーチングと
を強固に連結する複数の連結部材を、前記基礎の周方向に離間させて横設してなるので、
既設杭基礎構造物の周囲の地盤の比較的深い位置まで土留壁を設ける必要がない簡素な構
成により、前記地盤改良体、連結部材及び基礎フーチングが強固に連結されて一体化され
、地震力等の水平力が地盤改良体により負担されるため、強固な耐震補強を可能としなが
ら施工の容易化及びコスト低減化を図ることができる。
【００１４】
　また、前記連結部材が鉄筋コンクリートであり、該鉄筋コンクリートの内側端を前記基
礎フーチングに固定するとともに、前記鉄筋コンクリートの外側部分を前記地盤改良体中
に埋没させてなると、前記連結部材である鉄筋コンクリートは前記地盤改良体と嵌合して
強固に連結されて一体化するため、さらに強固な耐震補強が可能となる。
【００１５】
　さらに、前記連結部材が単又は複数の型鋼、鋼板若しくは鋼管からなる鋼材であり、該
鋼材の内側端を前記基礎フーチングに固定するとともに、前記鋼材の外側部分を前記地盤
改良体中に埋没させてなると、前記連結部材である鋼材は前記地盤改良体と嵌合して強固
に連結されて一体化するため、さらに強固な耐震補強が可能となる。その上、前記連結部
材が鋼材からなるため、該連結部材の施工を容易に行うことができる。

                                                                                
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下において、本発明を具体化した実施の形態を添付図面に基づき詳細に説明するが、
本発明は、添付図面に示された形態に限定されず、特許請求の範囲に記載された要件を満
たす実施形態の全てを含むものである。なお、添付図面においては、説明の簡略化のため
に構造物の上部構造を省略している。
【００１７】
　図１は本発明の実施の形態に係る既設杭基礎構造物の耐震補強構造を示す平面図である
。図において、既設杭基礎構造物の基礎１１の周囲を取り囲む、地盤Ｇの表層部を改良し
てなる地盤改良体１が、地中はり１３を支持する基礎フーチング１２，…から外方向に離
間させて配設され、地盤改良体１と基礎フーチング１２，…とを連結する複数の連結部材
２，…が、基礎１１の周方向に離間させて横設され、基礎１１、連結部材２，…及び地盤
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改良体１が一体化される。なお、地盤改良体１の幅は１ｍ～２ｍ程度、地盤改良体１の深
さは２ｍ～４ｍ程度とすればよい。また、地盤改良体１の平面形状は、図１に示すような
矩形に限定されるものではなく、既設杭基礎構造物の平面形状に合わせた適宜の形状を選
択することができる。
【００１８】
　図２～図６は本発明の実施の形態に係る既設杭基礎構造物の耐震補強構造を構築する工
法を示す部分縦断面図であり、図２は地盤改良体用及び連結部材用の掘削を行った状態を
、図３は下部地盤改良体を形成した状態を、図４は連結部材を基礎フーチングに固定した
状態を、図５は上部地盤改良体を形成した状態を、図６は図１に相当する完成状態を示し
ている。また、図７はホールインアンカーを基礎フーチングに打ち込んで配筋をした状態
を示す部分拡大斜視図であり、図８は同じく平面図である。なお、図７及び図８において
型枠は省略している。
【００１９】
　杭地業２１は、例えば杭２２，…、割栗石２３及び捨てコンクリート２４からなり、杭
２２，…を打った後、割栗石２３を敷設し転圧にて地盤を強化し、捨てコンクリート２４
を打設して構築される。捨てコンクリート２４，…上には基礎フーチング１２，…が設け
られ、該基礎フーチング１２，…が地中はり１３を支持している。本実施の形態では、構
造物を支持する基礎１１が多数の独立した基礎フーチング１２，…等からなるが、基礎フ
ーチングはこのような独立したものではなく連続したものであってもよい。
【００２０】
　本発明に係る既設杭基礎構造物の耐震補強を行うために、先ず、図２に示すように、地
盤Ｇの地表面ＧＬから下の表層部において、地盤改良体用掘削箇所Ｄ１及び連結部材用掘
削箇所Ｄ２の掘削を、例えばバックホウによる鋤取りにより行う（該掘削箇所Ｄ１及びＤ
２の平面位置は図８参照）。
                                                                                
【００２１】
　すなわち、地盤改良体用掘削箇所Ｄ１は、基礎フーチング１２，…から外方向に離間し
、基礎１１の周囲を取り囲む位置であり、基礎フーチング１２，…の下面よりも深く掘削
される（底面位置Ｌ参照）。また、連結部材用掘削箇所Ｄ２，…は、地盤改良体１と基礎
フーチング１２，…とを連結する各連結部材２，…を設けるための空間を確保することが
できればよいので、平面位置においては、基礎フーチング１２，…と地盤改良体１との間
を全て掘削せずに、図７及び図８に示すように各連結部材２，…の近傍のみを、深さ位置
においては例えば基礎フーチング１２，…の下面位置程度の深さまで掘削される（底面位
置Ｈ参照）。
【００２２】
　以上のような地盤改良体用掘削箇所Ｄ１及び連結部材用掘削箇所Ｄ２の掘削は、特許文
献１ないし３における場合のような、既設杭基礎構造物の周囲の地盤の比較的深い位置ま
で土留壁を設けるために行う掘削及び土留壁と基礎との間の地盤改良部等のための掘削と
比較して排土量を少なくすることができるため、該掘削にかかる時間と費用を削減するこ
とができる。
【００２３】
　次に、図３に示すように、下部地盤改良体１Ａを、前記のとおり掘削した土に、二酸化
けい素、酸化アルミニウム、酸化カルシウム及び三酸化イオウ等の成分からなるセメント
系固化材等の固化材を添加混合して埋め戻して敷き均し、重機及びローラー等により締め
固めることにより、その上面位置が連結部材用掘削箇所Ｄ２の底面の高さ位置Ｈと略同一
となるように、容易に形成することができる（図７も参照）。
【００２４】
　次に、図４及び図７に示すように、基礎フーチング１２，…の外側面にホールインアン
カー４，…を打ち込み、型枠を入れ、鉄筋５，…を組み立てて下部地盤改良体１Ａの上側
まで配設し、コンクリート６，…を打設した後に型枠を脱型することにより前記連結部材
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２，…となる鉄筋コンクリート３，…を形成する。なお、前記型枠は脱型せずに地中に残
したままとしてもよい。また、ホールインアンカー４，…に代えて差筋等を用いてもよい
。このようにして、連結部材２，…（鉄筋コンクリート３，…）の内側端が基礎フーチン
グ１２，…に固定されて、連結部材２，…と基礎フーチング１２，…が一体化される。そ
して、連結部材２，…は、基礎１１の周方向に離間した状態で各々水平方向に延び、その
外側部分が下部地盤改良体１Ａの上側に載置される。
【００２５】
　次に、図５に示すように、下部地盤改良体１Ａの上側に上部地盤改良体１Ｂを、前記の
とおり掘削した土に、前記固化材を添加混合して埋め戻して敷き均し、重機及びローラー
等により締め固めることにより、その上面位置が地表面ＧＬとなるように形成する。この
ようにして、連結部材２，…（鉄筋コンクリート３，…）の外側部分が地盤改良体１中に
埋没され、連結部材２，…は地盤改良体１と嵌合して強固に連結されて一体化する。
【００２６】
　次に、図６に示すように、連結部材用掘削箇所Ｄ２，…に土７を上面位置が地表面ＧＬ
となるように埋め戻すことにより、本実施の形態に係る耐震補強の施工が完成する。
【００２７】
　以上のような構成の既設杭基礎構造物の耐震補強構造によれば、土留壁を設ける必要が
ない簡素な構成により、地盤改良体１、連結部材２，…及び基礎フーチング１２，…が強
固に連結されて一体化され、地震力等の水平力が地盤改良体１により負担されるため、強
固な耐震補強が可能となるとともに施工の容易化及びコスト低減化を図ることができる。
【００２８】
　以上の説明においては、連結部材２，…が鉄筋コンクリート３，…である場合を示した
たが、連結部材２，…は鉄筋コンクリート３，…に限定されるものではない。例えば、連
結部材２，…として、単又は複数の型鋼、鋼板若しくは鋼管からなる鋼材を用い、該鋼材
の内側端を基礎フーチング１２，…に固定するとともに、前記鋼材の外側部分を地盤改良
体１中に埋没させるようにしてもよい。このように連結部材２，…として鋼材を用いる構
成とすると、前記のとおりの強固な耐震補強を可能としながら、さらに施工の容易化及び
コスト低減化を図ることができる。
【００２９】
　また、以上の説明においては、図１に示すように最外側の基礎フーチング１２，…の全
てと地盤改良体１とを、基礎１１の周方向に離間させて横設された複数の連結部材２，…
により連結する場合を示したが、最外側の基礎フーチング１２，…の一部と地盤改良体１
とを連結部材２，…により連結してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施の形態に係る既設杭基礎構造物の耐震補強構造を示す平面図である
。
【図２】本発明の実施の形態に係る既設杭基礎構造物の耐震補強構造を構築する工法を示
す部分縦断面図であり、地盤改良体用及び連結部材用の掘削を行った状態を示している。
【図３】同じく部分縦断面図であり、下部地盤改良体を形成した状態を示している。
【図４】同じく部分縦断面図であり、連結部材を基礎フーチングに固定した状態を示して
いる。
【図５】同じく部分縦断面図であり、上部地盤改良体を形成した状態を示している。
【図６】同じく部分縦断面図であり、完成状態を示している。
【図７】ホールインアンカーを基礎フーチングに打ち込んで配筋をした状態を示す部分拡
大斜視図である。
【図８】同じく平面図である。
【符号の説明】
【００３１】
１　地盤改良体
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１Ａ　下部地盤改良体
１Ｂ　上部地盤改良体
２　連結部材
３　鉄筋コンクリート
４　ホールインアンカー
５　鉄筋
６　コンクリート
７　土
１１　基礎
１２　基礎フーチング
１３　地中はり
２１　杭地業
２２　杭
２３　割栗石
２４　捨てコンクリート
Ｇ　地盤
ＧＬ　地表面
Ｄ１　地盤改良体用掘削箇所
Ｄ２　連結部材用掘削箇所
Ｌ　地盤改良体用掘削箇所底面の高さ位置
Ｈ　連結部材用掘削箇所底面の高さ位置
                                                                                

【図１】 【図２】

【図３】
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